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(57)【要約】
　バンパビームが、超高強度鋼材料等の高強度材料から
作られる開いた前方形材を含み、さらに、当接フランジ
に沿って前方形材の裏面に取り付けられる、それよりも
低い強度の材料の相手方の後方形材を含む。前方形材及
び後方形材は、組み合わさって種々の管状断面を画定す
る。前方形材はロール成形することができ、後方形材は
スタンピングすることができる。したがって、ロール成
形プロセスのもつ高強度材料を成形する能力を利用する
一方、後方形材により複雑な形状を与えてスタンピング
することを可能にする。当接フランジは、車両の前後方
向に入れ子式に重なり、衝撃時に剪断を受ける可能性が
ある場所で互いに溶接されるが、前方形材のフランジは
後方形材のフランジ内に捕捉されるため、取り付け場所
が剪断された場合でも衝撃強度が提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バンパビームであって、
　　一定の断面及び後方に開いたキャビティを画定する前壁及び上下壁を含むように成形
される金属の前方部材と、
　　該前方部材に嵌まるように形成され、該前方部材に当接して取り付けられるフランジ
を有する後方部材であって、
　　第１の深さ寸法を有する第１の断面形状を、前記前方部材とともに画定する第１の長
手方向中央部分を含み、
　　且つ該第１の長手方向中央部分の両側に、前記前方部材と係合してそれぞれ前記第１
の深さ寸法とは異なる第２の深さ寸法を有する第２の断面形状を画定する第２の長手方向
端部分を含み、
　　前記第１の断面形状及び前記第２の断面形状の少なくとも一方は管状であり、
　　前記第１の長手方向中央部分及び前記第２の長手方向端部分の少なくとも一方は前記
キャビティ内に部分的に嵌まる、後方部材と
を備える、バンパビーム。
【請求項２】
　前記第１の断面形状及び前記第２の断面形状は両方とも管状である、請求項１に記載の
バンパビーム。
【請求項３】
　前記第１の断面形状及び前記第２の断面形状のうち、
　一方のみが管状であり、
　他方は平坦な二重シート構成を形成する、請求項１に記載のバンパビーム。
【請求項４】
　前記前方部材は、ロール成形プロセスによって形成されるのに適した連続開断面を画定
する、請求項１に記載のバンパビーム。
【請求項５】
　前記後方部材は、スタンピング製造プロセスを用いて作られるのに適した平坦な成形可
能材料シートから作られる、請求項４に記載のバンパビーム。
【請求項６】
　前記第１の長手方向中央部分を前記第２の長手方向端部分に接続し、且つ前記第１の長
手方向中央部分及び前記第２の長手方向端部分それぞれに対して或る角度を成して延びる
中間部分を含む、請求項１に記載のバンパビーム。
【請求項７】
　前記前方部材は、超高強度鋼（ＵＨＳＳ）材料から作られ、
　前記後方部材は、超高強度鋼（ＵＨＳＳ）材料以外の他材料から作られる、請求項１に
記載のバンパビーム。
【請求項８】
　前記超高強度鋼（ＵＨＳＳ）材料以外の前記他材料は、高強度低合金（ＨＳＬＡ）鋼材
料、絞り可能な鋼、及びアルミニウムのうち１つから選択される、請求項７に記載のバン
パビーム。
【請求項９】
　前記前方部材は、高強度低合金（ＨＳＬＡ）鋼材料から作られ、
　前記後方部材は、超高強度鋼（ＵＨＳＳ）材料、絞り可能な鋼、及びアルミニウムのう
ち１つから選択される、請求項１に記載のバンパビーム。
【請求項１０】
　前記前方部材及び前記後方部材は、該後方部材の前記フランジに沿って互いに溶接され
る、請求項１に記載のバンパビーム。
【請求項１１】
　前記フランジは、機械的締結手段を用いて互いに締結される、請求項１に記載のバンパ
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ビーム。
【請求項１２】
　バンパビームであって、
　　後方に開いたキャビティを有する一定のハット形断面を画定する前壁及び上下壁を含
む前方形材であって、高強度低合金（ＨＳＬＡ）鋼及び超高強度鋼（ＵＨＳＳ）材料から
成る群から選択される材料から作られる前方形材と、
　　該前方形材の裏側に嵌まって取り付けられる後方形材であって、
　　前記前方形材と同じ長さを有し、前記上下壁間に延びて第１の深さ寸法を有する第１
の形状を画定する第１の長手方向部分を含み、
　　且つ前記第１の長手方向部分の両側に、前記上下壁間に延びて第２の深さ寸法を有す
る第２の形状を画定する第２の長手方向部分を含み、
　　前記第１の形状及び前記第２の形状の少なくとも一方は管状であり、
　　該後方形材は、超高強度鋼（ＵＨＳＳ）材料、高強度低合金（ＨＳＬＡ）鋼、アルミ
ニウム、及び高分子材料から成る群から選択される材料から作られる、後方形材と
を備える、バンパビーム。
【請求項１３】
　バンパビームであって、
　　後方に開いたキャビティを有する一定のハット形断面を画定する前壁及び上下壁を含
み、且つ第１の材料から作られる前方形材と、
　　該前方形材の裏側に嵌まって取り付けられる後方形材であって、
　　前記前方形材と同じ長さを有し、前記上下壁間に延びて第１の深さ寸法を有する第１
の形状を画定する第１の長手方向部分を含み、
　　且つ前記第１の長手方向部分の両側に、前記上下壁間に延びて第２の深さ寸法を有す
る第２の形状を画定する第２の長手方向部分を含み、
　　前記第１の形状及び前記第２の形状の少なくとも一方は管状であり、
　　該後方形材は、前記第１の材料よりも低い強度を有するが該第１の材料よりも成形性
の高い第２の材料から作られる、後方形材と
を備える、バンパビーム。
【請求項１４】
　方法であって、
　　一定の断面及び後方に開いたキャビティを画定する前壁及び上下壁を含む前方形材を
ロール成形するステップと、
　　前記前方形材とほぼ同じ長さを有する細長い後方形材を材料シートからスタンピング
するステップと、
　　前記後方形材を前記前方形材の裏側に嵌めるステップであって、
　　前記後方形材は、第１の深さ寸法を有する第１の断面形状を、前記前方形材とともに
画定する第１の長手方向部分を含み、
　　且つ該第１の長手方向部分の両側に、前記前方形材に嵌まって第２の深さ寸法を有す
る第２の断面形状を画定する第２の長手方向部分を含む、前記後方形材を前記前方形材の
裏側に嵌めるステップと、
　　補強ビーム部を形成するために、前記後方形材を前記前方形材に取り付けるステップ
と
を含む、方法。
【請求項１５】
　前記後方形材を作る材料シートを作るために、異なる強度のストリップを互いに溶接す
るステップ形材を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記取り付けるステップは、前記後方形材の当接フランジを前記前方形材に溶接するこ
とを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
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　前記取り付けるステップは、前記前方形材及び前記後方形材の当接フランジを互いにト
グルロックすることを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第２の長手方向端部分は、前記バンパビームの両端に比較的平坦な共平面取り付け
面を画定する、請求項１に記載のバンパビーム。
【請求項１９】
　　第１の上下フランジを画定する前方部材と、
　両端間のフランジの長さに沿って前記第１の上下フランジにそれぞれ当接して取り付け
固定される第２の上下フランジを画定し、且つ前記前方部材と同じ長さを有するが異なる
材料でできている後方部材と
を備え、
　前記前方部材及び前記後方部材は、組み合わさって、中央部分、端部分、及び該中央部
分の端から該端部分まで延びる遷移部分を画定し、
　前記中央部分及び前記端部分の少なくとも一方は、管状であり、
　前記中央部分及び前記端部分の他方は、前記前方部材及び前記後方部材が互いにほぼ隣
接して配置される、前記上下フランジ間に延びる、長手方向に変わる断面形状を有する中
間部を有する、バンパビーム。
【請求項２０】
　前記後方部材は、前記前方部材の材料とは異なる強度を有する材料から作られる、請求
項１９に記載のバンパビーム。
【請求項２１】
　前記後方部材の前記端部分は、一定の厚さを有するとともに前記バンパビームの両端に
比較的平坦な共平面取り付け面を画定する壁を含む、請求項１９に記載のバンパビーム。
【請求項２２】
　前記後方部材は、超高強度鋼（ＵＨＳＳ）から作られる、請求項１９に記載のバンパビ
ーム。
【請求項２３】
　バンパビームであって、
　　後ろ向きのキャビティを画定する前壁及び上下壁を含むように成形される前方部材と
、
　　該前方部材に嵌まって前記キャビティを閉じるように成形される後方部材であって、
該後方部材の長さに沿って少なくとも部分的に管状である前記前方部材の縁に取り付け固
定されるフランジを有する後方部材と
を備え、
　前記前方部材及び前記後方部材は組み合わさって、長手方向中央部分及び該長手方向中
央部分の端の外側にある端部分、並びに該端部分と前記長手方向中央部分との間で遷移し
て前記端部分を前記長手方向中央部分に相互接続する中間部分を画定し、
　前記長手方向中央部分及び前記端部分はそれぞれ、中央衝撃及びコーナ衝撃に適応する
異なる管状形状を形成し、
　前記前方部材及び前記後方部材は、材料及び幾何形状が該バンパビームの長さ及び外周
に沿って性能、重量、及びコストに関して調整されるように、異なる材料であり、
　前記後方部材は、前記端部分において、取り付け面を形成するように共平面上に整列し
た比較的平坦な壁部を有する、バンパビーム。
【請求項２４】
　バンパビームであって、
　　前壁及び上下壁を含むように成形され、且つ後ろ向き面を画定する前方部材と、
　　該前方部材の前記後ろ向き面に嵌まるように成形される後方部材であって、前記前方
部材の縁に取り付け固定されて構造ビームを形成する縁フランジを有する後方部材と
を備え、
　前記前方部材及び前記後方部材は組み合わさって、長手方向の中央部分及び該長手方向
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中央部分の端の外側にある端部分、並びに該端部分と前記長手方向中央部分との間で遷移
して前記端部分を前記長手方向中央部分に相互接続する中間部分を画定し、
　前記中央部分及び前記端部分はそれぞれ、中央衝撃及びコーナ衝撃に適応するように設
計される異なる形状を形成し、
　該異なる形状の少なくとも一方は管状であり、
　前記前方部材及び前記後方部材は異なる材料であり、
　該材料及び幾何形状は、該バンパビームの長さ及び外周に沿って性能、重量、及びコス
トに関して調整され、
　前記長手方向中央部分及び前記端部分の一方は、前記前方部材及び前記後方部材が互い
に隣接して配置される前記上下壁間に延びる長手方向に変わる断面形状を有する中間部を
有する、バンパビーム。
【請求項２５】
　前記後方部材は、前記前方部材の材料よりも低い強度を有する材料から作られる、請求
項１、２０、又は２４のいずれか一項に記載のバンパビーム。
【請求項２６】
　前記後方部材の端部分は、前記バンパビームの両端に比較的平坦な共平面取り付け面を
画定する、請求項２４に記載のバンパビーム。
【請求項２７】
　車両用のバンパビームであって、
　　同様の長さだけ延びるが異なる材料でできている前方構造部材及び後方構造部材を備
え、
　前記前方構造部材及び前記後方構造部材は、縁フランジに沿って互いに確実に固定され
て、長さに沿って変化する断面幾何形状を画定する管状ビーム組立体を形成し、
　該変化する断面幾何形状及び異なる材料特性は、前記管状ビーム組立体の長さに沿った
特定の場所で特別に設計された衝撃特性を得るように組み合わさり、
　前記断面幾何形状の少なくとも一部は管状であり、
　前記後方構造部材の少なくとも１つの鉛直中間部分は、前記前方構造部材によって形成
されるキャビティ内に部分的に嵌まる、車両用のバンパビーム。
【請求項２８】
　前記後方構造部材は、前記前方構造部材の材料よりも低い強度を有する材料から作られ
る、請求項２７に記載のバンパビーム。
【請求項２９】
　前記後方構造部材の端部分は、前記バンパビームの両端に比較的平坦な共平面取り付け
面を画定する、請求項２７に記載のバンパビーム。
【請求項３０】
　バンパビームであって、
　　後方に開いたキャビティを有する断面を画定する前壁及び上下壁を含むように成形さ
れる前方部材と、
　　該前方部材に嵌まるように成形され、且つ該前方部材に取り付けられるフランジを有
する後方部材であって、
　　第１の深さ寸法を有する第１の断面形状を、前記前方部材とともに画定する第１の長
手方向中央部分を含み、
　　且つ該第１の長手方向中央部分の両側に、前記前方部材と係合して前記第１の深さ寸
法とは異なる第２の深さ寸法をそれぞれ有する第２の断面形状を画定する第２の長手方向
端部分を含み、
　　前記第１の断面形状及び前記第２の断面形状の少なくとも一方は管状であり、
　　前記第１の長手方向中央部分及び前記第２の長手方向端部分の少なくとも一方は前記
キャビティ内に部分的に嵌まる、後方部材と
を備える、バンパビーム。
【請求項３１】
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　前記前方部材及び前記後方部材は、前記第１の長手方向中央部分及び前記第２の長手方
向端部分の少なくとも一方の中に隣接して配置される壁部を含む、請求項３０に記載のバ
ンパビーム。
【請求項３２】
　前記後方部材の前記端部分は、共平面上に整列してマウントを形成するようになってい
る平坦な壁部を含む、請求項３０に記載のバンパビーム。
【請求項３３】
　前記前方部材は高分子材料を含む、請求項３０に記載のバンパビーム。
【請求項３４】
　前記後方部材は高分子材料を含む、請求項３０に記載のバンパビーム。
【請求項３５】
　前記前方部材を前記後方部材に取り付ける機械的取り付け手段を含む、請求項３０に記
載のバンパビーム。
【請求項３６】
　前記前方部材は、ロール成形可能な比較的一定の断面を有し、
　前記後方部材は、非ロール成形プロセスによって作られる、請求項３５に記載のバンパ
ビーム。
【請求項３７】
　前記後方部材は、スタンピングされた構成部品であり、スタンピングプロセスによる成
形を可能にする構成を有する、請求項３６に記載のバンパビーム。
【請求項３８】
　前記平坦な壁部は均一な壁厚を有する、請求項２３に記載のバンパビーム。
【請求項３９】
　車両用のバンパビームであって、
　　材料強度の高い前方形材であって、後ろ向きのＣ字形断面及び後方に開いたキャビテ
ィを画定する前壁及び上下壁を含む前方形材と、
　　材料強度の低い後方形材であって、前向きのＣ字形断面及び前方に開いたキャビティ
を画定する後壁及び上下壁を含む後方形材と
を備え、
　前記前方形材の前記上下壁は、
　前記後方形材の前記前向きに開いたキャビティ内に配置され、該後方形材の前記上下壁
とそれぞれ入れ子式に係合して、衝撃時に剪断力を受ける上下の取り付け場所で前記後方
形材の前記上下壁に固定され、
　前記前方形材及び前記後方形材は、組み合わさって、衝撃を受けたときに前記取り付け
場所の１つ又は複数が剪断によって離れた場合でも高い衝撃強度を提供する、断面サイズ
が変わる管状形材を形成する、車両用のバンパビーム。
【請求項４０】
　前記後方形材の前記後壁は、互いに共平面上に整列するように平坦に形成される端部分
を含み、
　該端部分は、車両フレームへの取り付けに適した一体的な取り付け面を前記後方形材に
形成する、請求項３９に記載のバンパビーム。
【請求項４１】
　前記後方形材の前記後壁の一端は、該後壁の材料から一体形成されるとともに前方に曲
げられて前記前方形材の前記前壁の裏面に当接する取り付けフランジを含む、請求項４０
に記載のバンパビーム。
【請求項４２】
　前記取り付けフランジは、前記前壁の末端の長手方向内側の場所で前記前壁の前記裏面
に当接する脚フランジを含む、請求項４１に記載のバンパビーム。
【請求項４３】
　前記取り付けフランジは、前記前壁の開口を通って延びる取り付けタブを含み、
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　該取り付けタブは、前記前壁の前面に突き当たるように曲げられる、請求項４２に記載
のバンパビーム。
【請求項４４】
　前記前方形材は、ロール成形プロセスによって形成されるのに適した連続開断面を画定
する、請求項３９に記載のバンパビーム。
【請求項４５】
　前記後方構成部品は、スタンピング製造プロセスを用いて作られるのに適した平坦な成
形可能材料シートから作られる、請求項４４に記載のバンパビーム。
【請求項４６】
　前記前方形材は、超高強度鋼（ＵＨＳＳ）材料から作られ、
　前記後方形材は、ＵＨＳＳ材料以外の材料から作られる、請求項３９に記載のバンパビ
ーム。
【請求項４７】
　前記ＵＨＳＳ材料以外の材料は、高強度低合金（ＨＳＬＡ）鋼材料、絞り可能な材料、
及びアルミニウムから成る群から選択されるスタンピング可能材料から選択される、請求
項４６に記載のバンパビーム。
【請求項４８】
　前記後方形材は、超高強度鋼（ＵＨＳＳ）材料、絞り可能な鋼、及びアルミニウムから
成る群から選択されるスタンピング可能材料から選択される、請求項３９に記載のバンパ
ビーム。
【請求項４９】
　前記前方形材及び前記後方形材は、当接フランジを含み、前記後方形材の縁フランジに
沿って互いに溶接される、請求項３９に記載のバンパビーム。
【請求項５０】
　前記前方形材は、ロール成形プロセスによって形成される連続断面形状を画定し、
　前記後方形材は、スタンピングプロセスによって形成される非連続断面形状を画定する
、請求項３９に記載のバンパビーム。
【請求項５１】
　車両に対する所定の前後衝撃方向に沿って向けられる衝撃力に耐えるようになっている
車両バンパビームであって、
　　後方に開いたキャビティを有する一定のＵ字形断面を画定する前壁及び上下壁を含む
前方形材であって、前記所定の前後衝撃方向に対して垂直な方向に延び、高強度低合金（
ＨＳＬＡ）鋼及び超高強度鋼（ＵＨＳＳ）材料から成る群から選択される材料から作られ
る前方形材と、
　　該前方形材の裏側に嵌まって取り付けられる後方形材であって、
　　前記前方形材の長さに近い長さを有し、前記上下壁間に延びて第１の深さ寸法を有す
る第１の形状を画定する第１の長手方向部分を含み、
　　且つ前記第１の長手方向部分の両側に、前記上下壁間に延びて第２の深さ寸法を有す
る第２の形状を画定する第２の長手方向部分を含み、
　　前記第１の形状及び前記第２の形状の少なくとも一方は管状であり、
　　該後方形材は、超高強度鋼（ＵＨＳＳ）材料、高強度低合金（ＨＳＬＡ）鋼、アルミ
ニウム、及び高分子材料から成る群から選択される材料から作られる、後方形材と
を備え、
　前記前方形材及び前記後方形材は、前記所定の前後衝撃方向と平行な方向に入れ子式に
重なる取り付けフランジを有し、
　前記前方形材及び前記後方形材の前記取り付けフランジは、前記車両バンパビームが前
後方向に沿って衝撃力を受けると剪断応力を受ける取り付け場所において互いに固定され
るが、
　前記前方形材の前記取り付けフランジは、前記後方形材の前記取り付けフランジの内側
に位置するため、前記取り付け場所が剪断された場合でも、前記前方形材の前記取り付け
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フランジが前記後方形材の前記取り付けフランジ内に捕捉されたままとなる、車両バンパ
ビーム。
【請求項５２】
　前記前方形材は、ロール成形プロセスによって形成される連続断面形状を画定し、
　前記後方形材は、スタンピングプロセスによって形成される非連続断面形状を画定する
、請求項５１に記載の車両バンパビーム。
【請求項５３】
　方法であって、
　　一定の断面及び後方に開いたキャビティを画定する前壁及び上下壁を含む前方形材を
ロール成形するステップと、
　　前記前方形材とほぼ同じ長さを有する細長い後方形材を材料シートからスタンピング
するステップと、
　前記後方形材を前記前方形材の裏側に嵌めるステップであって、
　　前記後方形材は、第１の深さ寸法を有する第１の断面形状を、前記前方形材とともに
画定する第１の長手方向部分を含み、
　　且つ前記第１の長手方向部分の両側に、前記前方形材に嵌まって第２の深さ寸法を有
する第２の断面形状を画定する第２の長手方向部分を含み、
　　前記前方形材及び前記後方形材は、前記前壁に対してほぼ垂直な方向に入れ子式に重
なって係合する取り付けフランジを有する、前記後方形材を前記前方形材の裏側に嵌める
ステップと、
　　前記取り付けフランジを互いに取り付けるステップであって、それにより前記後方形
材と前記前方形材とを互いに固定して補強ビーム部を形成し、
　　前記前方形材の前記取り付けフランジは、取り付け場所のいくつかが剪断されて緩ん
だ場合でも前記後方形材の前記取り付けフランジ内に配置されて捕捉される、前記取り付
けフランジを互いに取り付けるステップと
を含む、方法。
【請求項５４】
　前記前方形材よりも低い強度の材料から前記後方形材を成形するステップを含み、
　前記第１の断面形状及び前記第２の断面形状の少なくとも一方は管状である、請求項１
４又は５３に記載の方法。
【請求項５５】
　前記前方形材は、少なくとも約２００ＫＳＩの強度を有する材料から作られる、請求項
１４又は５３に記載の方法。
【請求項５６】
　前記前方形材よりも低い強度の材料から前記後方形材を成形するステップを含み、
　前記第１の断面形状及び前記第２の断面形状の少なくとも一方は管状である、請求項５
３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　［背景］
　本発明は、車両バンパビームに関し、より詳細には、連続形状を有する前方形材（sect
ion）と、前方形材に取り付けられて断面サイズが変わる管状ビームを形成する後方形材
とを有する、バンパビームに関する。
【０００２】
　現代の車両で用いられることの多いバンパビームの２つの基本的なタイプは、管状形材
（「Ｂ」字形又は「Ｄ」字形等、閉形材とも呼ばれる）及び開形材（「Ｃ」形材又は「ハ
ット」形材等）である。管状形材にも開形材にも、それぞれの利点及び欠点がある。例え
ば、工学的観点から、管状形材から成るバンパビームの方が、本質的に剛性が高く、管状
形状の周囲に沿った衝撃応力の分布の仕方によって衝撃時により大きなエネルギーを（特
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に、比強度に基づいて）吸収及び／又は伝達することができる。これに対して、開形材は
、開形材の「脚」が衝撃時に開いて捩れ、急速に形が崩れるため、衝撃時に早期に座屈す
る傾向がある。しかしながら、開形材は、より多くのスタイリング及び製品バリエーショ
ンを可能にする傾向がある。（低強度材料と比較して）高い衝撃強度を提供しつつ重量は
軽くなるため、バンパに高強度材料を用いることが同時に強く望まれる。しかしながら、
高い強度の材料ほどツーリング及び材料を送るプレスでの加工がし難くなるため、高い強
度の材料が用いられるほど、シート原反を所望のビーム形状に成形することが困難になる
。これは、金型がシートに対して垂直方向に移動してシートを成形するスタンピングプレ
ス及びスタンピングダイに特に当てはまる。ロール成形プロセスは、スタンピングプロセ
スよりも高い強度の材料を成形することができるが、ロール成形部品の長さに沿って一定
の断面形状を形成することに限定される。
【０００３】
　ロール成形は、正確な寸法のバンパビームを優れた生産速度でかつ手作業を最小にして
、高強度材料を用いて大量生産することができる。その一方で、超高強度鋼及び高強度低
合金鋼の成形に用いる場合にツーリングをスタンピングダイよりも丈夫で長持ちさせるこ
とができるため、特に魅力的な製造法である。例えば、Sturrusの第５，０９２，５１２
号及びSturrusの第５，４５４，５０４号は、該当するロール成形装置を開示している。
しかしながら、上述のように、ロール成形の欠点は、ロール成形プロセスが部品の全長に
わたって一定の断面しか形成できないことである。さらに、材料が単一材料コイルとして
始まるため、コイル原反の材料厚さ及び材料強度を所与の断面にわたって変えることがで
きない。ロール成形によって形成される一定の断面に関して、この断面は、（車両の中心
線において利用可能なパッケージング空間に対する）車両フレームレールにおけるパッケ
ージング空間に起因してビームの長さに沿って断面サイズを変えることが必要である、又
は車両のコーナにおける（例えばフェンダにおける）曲率を大きくした長手方向スイープ
を必要とする、最近のスタイリング傾向を満足させない。これらのスタイリング条件では
、ロール成形された管状部品の端を二次プロセスによって端成形又はテーパ切削する必要
がある。しかしながら、部品の端成形及び／又はテーパ切削が（特に部品が高強度材料で
できている場合）容易ではないため、この二次プロセスには高い費用がかかる。また、端
成形及び／又はテーパ切削のプロセスに必要な二次プロセスは１つだけではない。例えば
、テーパ切削により、切削プロセスによってできた鋭い縁を覆う或る種のキャップが必要
となり、これは所定位置に正確に固定してから溶接しなければならない。代替的に、管状
形材の端は、機能的で及び美的なスタイリングにより適合するように再成形され得るが（
Sturrusの第５，３０６，０５８号を参照）、端を正確に一貫して変形させることは困難
なため、許容できない寸法のばらつき及びツーリングの大きな磨耗が生じる可能性がある
。
【０００４】
　Ｃ字形の開形材から成るビームは、その長さに沿って不均一な断面を含む所望の３次元
形状に成形することができるが、その開形材は、衝撃時に管状形状ほど本質的に丈夫では
ない。具体的には、開形材は、後方に延びる脚を含み、その脚は、衝撃時に早期に開くか
又は他の形で潰れる傾向がある。これは、ビームの全体的な断面衝撃強度を大幅に低下さ
せ、一貫して予測可能にエネルギーを吸収する能力を低下させる。前方形材の脚を安定化
することによって、前方形材をはるかに丈夫且つより大きなエネルギーを吸収するように
することができる。これは、従来技術では、脚間にバルクヘッド、平板、及び／又はブリ
ッジ等の補強材を加えて、衝撃時に脚が早期に開くのを防止することによって行われるこ
とがある。（本図面の図１を参照。）開形材の脚を安定化することによって、開形材を管
状形材の性能により近付けることができる。しかしながら、これらの付加的な補強材は、
固定機械及び溶接機械を相当利用するとともに、多くの場合にいくつかの付加的な部品と
かなりの組み立て時間及び工程内在庫量を必要とするため、コストの高い二次作業を必要
とする。また、複数の補強材を開ビームに溶接するプロセスについては、複数の部品を入
念に個別に固定しなければならず、部品の１つ１つを非常に確実に所定位置に溶接しなけ
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ればならないため、そのプロセスの制御が困難である可能性がある。また、各安定化スト
ラップの場所は、ビームに沿った衝撃強度に大きく影響を与える可能性がある。
【０００５】
　要約すると、車両のバンパビーム及び関連の車両前端（又は後端）構成部品のパッケー
ジング及び性能要件は、ブリッジ、バルクヘッド、ラジエータサポート、フェイシアサポ
ート、フェイシア等を含み得る他の構造部品を加えることになるため、バンパ設計の複雑
性を増すことが多い。又は、これらは、フェンダの前にあるバンパの端に大きな角度を形
成するために、バンパビームの端処理に端成形又はテーパ切削を含むことを必要とする可
能性がある。このように複雑性が増すことで、実質的に二次加工することになるため、コ
ストが増加する。これは、機能基準とスタイリング基準との間の困難なトレードオフにも
つながる。後述するように、一定の断面を有するロール成形形材の欠点を克服する一方で
、バンパビームで用いられる超高強度材料を成形する方法として、ロール成形プロセスを
利用する設計及びプロセスを提供することが望ましい。また、バンパ開発プログラムでの
バンパビームの調整を可能にする設計の融通性を提供することが望ましく、これはタイミ
ング及び投資の理由から非常に重要であり得る。同時に、バンパビームを最適に高い比強
度に設計することができるように、超高強度鋼が構成部品のオプションであることが望ま
しい。さらにまた、超高強度鋼が用いられるとしても、この構成は、高価なツーリングを
用いず且つツーリングを急速に磨耗させることなく超高強度材料を成形することができな
がらも、あまり高価ではない材料を用いることができ、投資を最小にするために比較的単
純な成形ツーリング及び曲げツーリングを用いることができることが望ましい。換言すれ
ば、可能であればスタンピング又は成形された補強構成部品を、実用的に妥当であれば高
強度材料と組み合わせて利用することが望ましい。
【０００６】
　さらなる問題は、超高強度材料がスタンピングプレスにおいて成形し難いか、又は少な
くともスタンピングプレスにおける成形が好ましくないことである。具体的には、超高強
度鋼（ＵＨＳＳ）材料は非常に丈夫であるため割れを伴わずに成形することは困難であり
、且つスタンピングダイ及びスタンピングプレスに損傷を与えるか又はこれらを急速に磨
耗させるため、当業者はＵＨＳＳ等の材料をスタンピングしたがらない。
【０００７】
　したがって、上記の利点を有するとともに上記の問題を解決するバンパビームが望まれ
る。
【０００８】
　本発明の一態様では、バンパビームは、互いに嵌め合わされて固定される前方形材及び
後方形材を含む。前方形材は金属から成り、一定の断面及び後方に開いたキャビティを画
定する前壁及び上下壁を有する。後方形材はまた、金属から成り、前方形材の裏側に嵌ま
って取り付けられる。後方形材は、第１の深さ寸法を有する第１の断面形状を、前方形材
とともに画定する第１の長手方向部分を含み、且つ第１の長手方向部分の両側に、前方形
材に嵌まり、第２の断面形状を画定する第２の長手方向部分を含む。第２の断面形状はそ
れぞれ、第１の深さ寸法とは異なる第２の深さ寸法を有し、第１の断面形状及び第２の断
面形状の少なくとも一方は管状であり、第１の長手方向部分及び第２の長手方向部分の少
なくとも一方はキャビティ内に部分的に嵌まる突出部を有する。
【０００９】
　本発明の別の態様では、バンパビームは、前方形材及び後方形材を含む。前方形材は、
後方に開いたキャビティを有する一定のハット形断面を画定する前壁及び上下壁を含み、
ＨＳＬＡ鋼及びＵＨＳＳ材料から成る群から選択される材料から作られる。後方形材形材
は、前方形材形材の裏側に嵌まって取り付けられる。後方形材形材は、前方形材形材と同
じ長さを有し、上下壁間に延びて第１の深さ寸法を有する第１の形状を画定する第１の長
手方向部分を含み、且つ第１の長手方向部分の両側に、上下壁間に延びて第２の深さ寸法
を有する第２の形状を画定する第２の長手方向部分を含む。第１の形状及び第２の形状の
少なくとも一方は管状である。後方形材形材は、ＵＨＳＳ材料、ＨＳＬＡ鋼、アルミニウ
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ム、及び高分子材料から成る群から選択される材料から作られる。
【００１０】
　本発明のさらに別の態様では、バンパビームは、上記で定義された形状及び特性を有す
る前方形材及び後方形材を含むが、後方形材は、前方形材よりも強度が低く変形性の高い
材料から作られる。
【００１１】
　本発明の別の態様では、方法は、一定の断面及び後方に開いたキャビティを画定する前
壁及び上下壁を含む前方形材をロール成形するステップと、前方形材とほぼ同じ長さを有
する細長い後方形材を材料シートからスタンピングするステップとを含む。この方法はさ
らに、後方形材を前方形材の裏側に嵌めることを含み、後方形材は、第１の深さ寸法を有
する第１の断面形状を、前方形材とともに画定する第１の長手方向部分を含み、且つ第１
の長手方向部分の両側に、前方形材に嵌まって第２の深さ寸法を有する第２の断面形状を
画定する第２の長手方向部分を含む。この方法はさらに、補強ビーム部を形成するため、
後方形材を前方形材に取り付けることを含む。
【００１２】
　本発明の一態様では、車両用のバンパビームは、材料強度の高い金属の前方形材を含み
、前方形材は、後ろ向きのＣ字形断面及び後方に開いたキャビティを画定する前壁及び上
下壁を含む。ビームはさらに、材料強度の低い金属の後方形材を含み、後方形材は、前向
きのＣ字形断面及び前方に開いたキャビティを画定する後壁及び上下壁を含む。前方形材
の上下壁は、後方形材の前方に開いたキャビティ内に配置され、後方形材の上下壁とそれ
ぞれ入れ子式に係合して、衝撃時に剪断力を受ける上下の取り付け場所で後方形材の上下
壁に固定される。前方形材及び後方形材は組み合わさって、衝撃を受けたときに取り付け
場所の１つ又は複数が剪断によって拘束が自由になった（break loose）場合でも高い衝
撃強度を提供する、断面サイズが変わる管状形材を形成する。
【００１３】
　本発明の別の態様では、車両に対する所定の前後衝撃方向に沿って向けられる衝撃力に
耐えるようになっているバンパビームが提供される。バンパビームは、後方に開いたキャ
ビティを有する一定のＵ字形断面を画定する前壁及び上下壁を含む前方形材を含み、前方
形材は、所定の前後衝撃方向に対して垂直な方向に延び、高強度低合金（ＨＳＬＡ）鋼及
び超高強度鋼（ＵＨＳＳ）材料から成る群から選択される材料から作られる。バンパビー
ムはさらに、前方形材の裏側に嵌まって取り付けられる後方形材を含み、後方形材は、前
方形材の長さに近い長さを有し、上下壁間に延びて第１の深さ寸法を有する第１の形状を
画定する第１の長手方向部分を含み、且つ第１の長手方向部分の両側に、上下壁間に延び
て第２の深さ寸法を有する第２の形状を画定する第２の長手方向部分を含む。また、第１
の形状及び第２の形状の少なくとも一方は管状であり、後方形材は、超高強度鋼（ＵＨＳ
Ｓ）材料、高強度低合金（ＨＳＬＡ）鋼、アルミニウム、及び高分子材料から成る群から
選択される材料から作られる。前方形材及び後方形材は、所定の前後衝撃方向と平行な方
向に入れ子式に重なる取り付けフランジを有する。取り付けフランジは、ビームが前後方
向に沿って衝撃力を受けると剪断応力を受ける取り付け場所において互いに固定されるが
、前方形材の取り付けフランジは、後方形材の取り付けフランジの内側に位置するため、
取り付け場所が剪断された場合でも、前方形材の取り付けフランジが後方形材の取り付け
フランジ内に捕捉されたままとなる。
【００１４】
　本発明の別の態様では、方法は、一定の断面及び後方に開いたキャビティを画定する前
壁及び上下壁を含む前方形材をロール成形するステップと、前方形材とほぼ同じ長さを有
する細長い後方形材を材料シートからスタンピングするステップとを含む。この方法はさ
らに、前方形材の裏側に後方形材を嵌めることを含み、後方形材は、第１の深さ寸法を有
する第１の断面形状を、前方形材とともに画定する第１の長手方向部分を含み、且つ第１
の長手方向部分の両側に、前方形材に嵌まって第２の深さ寸法を有する第２の断面形状を
画定する第２の長手方向部分を含む。また、前方形材及び後方形材は、前壁に対してほぼ
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垂直な方向に入れ子式に重なって係合する取り付けフランジを有する。この方法はさらに
、取り付けフランジを互いに取り付けることであって、それにより後方形材と前方形材と
を互いに固定して補強ビーム形材を形成し、前方形材の取り付けフランジは、取り付け場
所のいくつかが剪断されて緩んだ場合でも後方形材の取り付けフランジ内に配置されて捕
捉される、取り付けることを含む。
【００１５】
　本発明の目的は、実質的な二次加工を必要とすることによるコストを同時に増加させる
ことなく、複雑性に対応する設計を提供することである。
【００１６】
　本発明の別の目的は、一定の断面を有するロール成形形材の欠点を克服する一方で、超
高強度材料でビーム形材を作るのに用いることができる設計及びプロセスを提供すること
である。
【００１７】
　本発明の別の目的は、バンパ開発プログラムでの（初期又は後期の）バンパビームの調
整を可能にする設計の融通性を提供することであり、これはタイミング及び投資の理由か
ら非常に重要であり得る。
【００１８】
　本発明の別の目的は、バンパビームの特定の領域に最適なビーム強度を提供する能力を
保ったまま、ビームを最適に高い比強度に設計することができるように、超高強度鋼等の
材料を構成部品に用いることができる設計を提供することである。
【００１９】
　本発明の別の目的は、非常に高価なツーリングを用いず且つツーリング及び／又はスタ
ンピングプレスを急速に磨耗させることなく超高強度材料を成形することができながらも
、投資を最小にするために比較的単純な成形ツーリング及び曲げツーリングを可能にする
構成を提供することである。
【００２０】
　本発明の別の目的は、非常に高い強度の材料が用いられる場合でも、バンパビームの管
状断面のサイズをビームの全長にわたって容易且つ実質的に変えることができるバンパビ
ーム設計を提供することである。さらに、これは、実質的な二次加工及び／又は熱処理及
び焼鈍しを行うことなく達成することができる。
【００２１】
　別の目的は、ロール成形プロセス及びスタンピングプロセスを最適に利用してビームの
構成部品を作るバンパビームを提供することである。
【００２２】
　本発明は、幾何形状及び材料の利用を、バンパの管状形材の強度及び剛性特性を有する
バンパビームを製造するのに最適化することによって、一定の断面を有するロール成形形
材の欠点を克服する。本発明は、部品の長さに沿って変化する断面幾何形状及び部品の断
面にわたって異なる材料特性を有する管状形材を形成するように製造プロセス及び材料を
組み合わせる。本発明は、特定の領域に材料を加えて局所的な補強を提供することを含む
従来技術とは異なる。
【００２３】
　本発明のこれら及び他の態様、目的、及び特徴は、以下の明細書、添付の特許請求の範
囲、及び添付図面を読めば当業者には理解及び認識されるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　　［好適な実施形態の詳細な説明］
　本発明は、互いに嵌め合わせられたロール成形された前方形材（２２、２２Ａ）（「前
方チャネル」又は「ロール形材」とも呼ばれる）及びスタンピングされた又は成形された
後方形材（２７、２７Ａ、２７Ｂ）（「後方チャネル」又は「補強形材」とも呼ばれる）
を利用して、管状断面形状に変化を付けたビームを成形する、バンパビーム２０（図２）
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（並びに図５のビーム２０Ａ及び図４Ａのビーム２０Ｂ）に焦点を当てる。より詳細には
、本発明は、組み合わせられるとバンパの長さにわたって変化する断面、及び断面にわた
って変わる材料特性を有する管状バンパビームを形成する、ツーピースの解決手段を提供
する。バンパの長さにわたって断面を変えることができることにより、ビームの任意の選
択領域に沿ったインパクトビームの特性、重量、及びコストの最適化が可能となる。例え
ば、超高強度鋼（ＵＨＳＳ鋼）の使用により、インパクトビーム構造に所望の特性が与え
られる。ＵＨＳＳ鋼に固有の高い機械的特性は、衝撃荷重により変形する構造部品のエネ
ルギー吸収レベルが高いインパクトビーム設計を助ける。ＵＨＳＳ材料は、衝撃荷重が緩
和された後でビームのスイープ及び断面幾何形状を戻すのに役立つ所望のスプリングバッ
ク特性も提供し、各領域に優れた比強度も提供する。本発明は、ＵＨＳＳ材料が、スタン
ピングを考えたときに難しい製造問題を呈するにもかかわらず、ＵＨＳＳ材料の材料特性
を利用する。例えば、ＵＨＳＳ材料は超高強度であるため成形し難い。これらの材料は、
ツーリングを急速に磨耗させる傾向もある。実際には、ＵＨＳＳ材料に固有の機械的特性
により、これらの材料はスタンピングに相応しくない選択肢となる。ロール成形プロセス
は、単純明快な幾何形状の形成に関連するより段階的な手法であるため、ＵＨＳＳから複
雑な部品を成形することが可能である。ＵＨＳＳ材料の成形に関連する制限は、ロール成
形の場合、スタンピングほど限定的ではない。本発明は、ＵＨＳＳ材料をロール成形でき
ることを利用するとともに、ＵＨＳＳ材料に関連する高い機械的特性を用いて、性能、重
量、及びコストを意識した衝撃システムを製造する。
【００２５】
　ビーム２０（図２）では、バンパビームの衝撃面（本明細書中では「前方形材２２」と
呼ぶ）は、ＵＨＳＳ材料から作られるロール成形形材である。インパクトビームの裏面（
本明細書では「後方形材２７」と呼ぶ）は、比較的平坦な断面を有するスタンピング部品
であり、高強度低合金（ＨＳＬＡ）鋼から作られる。インパクトビームの２つの半体は、
溶接（図２及び図１１）、圧着（図９及び図１１）、又は機械的締結（図１０及び図１１
）等によって互いのフランジが接合される。２つの製造プロセス及び異なる材料の組み合
わせにより、異なるサイズの管状形材等、その長さに沿った無数の入念に設計された幾何
形状と、その前後で異なる材料とを有することができるインパクトビームが製造される。
この融通性は、性能、重量、及びコストに対して最適化することができるインパクトビー
ムの設計を可能にする。
【００２６】
　ビーム２０（図２）から、ビームの強度を部品の長さの種々の部分に沿って大きく変え
ることができることが明らかである。しかしながら、この利点は、ビーム２０Ａ（図５）
を見ればさらによりはっきりと示されており、「深い」管状断面がビーム２０Ａの中央に
形成され、「浅い」管状（又は層状）寸法がビーム２０Ａの両端に形成されている。例え
ば、図５の設計は、ビーム２０Ａの両端のフレームレールにわたって高い断面剛性及び小
さな断面変形を与えつつ、より大きな中心線変形を可能にする。
【００２７】
　車両バンパビームの当業者であれば、インパクトビームの深さを深くするとその部分の
剛性が増して衝撃時により安定するようになることを認識するであろうし、ビームに沿っ
た戦略的場所においてこれを行うことの大きな利点にさらに気付くであろう。ビーム２０
Ａ（図５）は、スタンピング形材を用いて、車両の中央領域の断面深さを深くするととも
に、ビームの両端のフレームレールにわたってより浅い部分を提供する。フレームレール
上の深さが浅いことで、レールにおけるデザインのパッケージングに必要なパッケージン
グ空間が減り、インパクトビームの両端において湾曲のより大きなスタイリングが可能と
なる。車両フレームレール上の深さが浅くなることで変形しやすくなることは、スタンピ
ング形材がフレームレールの剛性を断面深さではなく幾何形状（すなわち、レールにおけ
る積層「ゼロ深さ」断面二重壁部２９Ａ及び３０Ａ）によって高めるようにすることによ
って克服される。
【００２８】
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　インパクトビームのロール成形前方衝撃面（前方形材２２又は２２Ａ）は、その中央領
域の断面が一定であり、一定のスイープ半径でスイープさせることができるか、又は場合
によってはロール成形プロセスに応じたツーリングによって複合スイープ半径でスイープ
させることができる。制約されたスイープ半径は、前面から車両の内側に測定した場合、
より局所的な荷重と、場合によってはより大きなシステムストローク（車両への侵入）と
を引き起こす。通常の複合スイープ（compound swept）ビームは、インパクトビームの中
央には平坦な表面を、インパクトビームの両端には大きな曲率を提供する。複合スイープ
は、車両の最近のスタイリング傾向によりよく対応することができる。複合スイープビー
ムは、インパクトビームの前面にわたって荷重を分布させ、さらにインパクトビームのシ
ステムストロークを小さくすることができる。複合スイープビームがより広い表面積にわ
たって荷重を分布させることができる能力は、一定スイープ（constant swept）ビーム及
び加工されたエネルギー吸収体で再現することもできる。エネルギー吸収体は、インパク
トビームの中央からより長い距離にわたって圧潰しやすく、さらにインパクトビームの中
央からより長い距離にわたってインパクトビームに荷重をかけるように加工される。
【００２９】
　インパクトビームの前方形材及び後方形材は、種々の取り付け法を用いて取り付けるこ
とができる。これらの方法は、圧着又はヘミング（図８）、溶接（図２～図４、図４Ａ、
図４Ｂ、及び図５～図７）、機械的締結プロセス（図９及び図１０）、又は当業者に既知
の２つの構造部品を互いに固定するための他の取り付け手段を含む。図示の方法はそれぞ
れ、接合に適していると考えられ、各方法は、耐衝撃性に適したインパクトビームを製造
すると考えられる。本発明に従って構成される各システムに最適な取り付け法は、これら
方法それぞれのコスト分析によって特定され裏付けられる。
【００３０】
　ビーム２０及び２０Ｂ（図２及び図５）に示される本発明は、ロール成形されたＵＨＳ
Ｓ前方形材及びスタンピングされたＨＳＬＡ後方形材から構成されるインパクトビームシ
ステムである。種々の他の材料を用いて、性能、重量、及び／又はコストの設計基準に関
するトレードオフがある場合もない場合もあるシステムを設計することができることを、
当業者は理解すべきである。例えば、前方形材（２２又は２２Ａ又は２２Ｂ）は、ＵＨＳ
Ｓ材料、ＨＳＬＡ材料、絞り可能グレード鋼（drawable-grade steel）、成形後に加熱及
び急冷されるホウ素鋼、高強度アルミニウム、押出しアルミニウム、高分子材料、又は他
のエンジニアリング構造材料から作ることができる。後方形材（２７又は２７Ａ又は２７
Ｂ）もまた、ＨＳＬＡ材料、絞り可能グレード鋼、成形後に加熱及び急冷されるホウ素鋼
、高強度アルミニウム、押出しアルミニウム、高分子材料、又は他のエンジニアリング構
造材料から作ることができる。これらの材料それぞれにおいて、その厚さ及び硬さは、市
販の原材料のパラメータ内で変わり得る。後方形材は、ＵＨＳＳ材料から作られてもよい
が、ＵＨＳＳ材料は伸び率が低いことによりツーリングを非常に傷めやすく成形し難い。
そのため、かなりの数のバンパの製造が望まれる場合、（中央部分２８においてより浅い
絞りを含むか、又は部分２８、３１、及び３２におけるフランジ及び側壁をなくすように
、後方形材２７を変形させること等によって）後方形材の形状を場合によっては変形又は
単純化する必要があり得ることが意図される。本発明者らが意図する１つの代替形態は、
互いに溶接された複数のストリップから後方形材（２７又は２７Ａ又は２７Ｂ）を形成す
るために材料シートを提供することである。例えば、ビーム２０（図２）の場合、ＵＨＳ
Ｓ材料のストリップが絞り可能なグレードの鋼の中央ストリップの両縁に溶接される。Ｕ
ＨＳＳ材料のストリップはそれぞれ、部分２９及び３０を形成するのに十分な幅を有し、
絞り可能グレード鋼の中央ストリップは、部分２８、３１、及び３２を形成するのに十分
な幅を有する。
【００３１】
　超高強度鋼（ＵＨＳＳ）材料は、当該技術分野において既知の明確に規定された範疇の
材料である。ＵＨＳＳ材料は一般に、約１２０～２００ＫＳＩ（以上）の引張り強度を有
する。高強度低合金（ＨＳＬＡ）鋼材料もまた、当該技術分野において既知の明確な範疇
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の材料である。１２０ＫＳＩのＨＳＬＡ鋼材料があるが、これよりも高いグレードのＨＳ
ＬＡ材料は通常はスタンピング可能とみなされない。しかしながら、スタンピング可能か
否かは材料の厚さ、スタンピングされる部品の材料厚さ、サイズ、及び形状、並びに必要
な材料流の流れ及び「絞り」の程度にも関係することを理解すべきである。スタンピング
できるＨＳＬＡ鋼材料は、一般的には約８０ＫＳＩの引張り強度を有する。ホウ素鋼及び
熱処理可能且つ焼入れ可能な鋼を用いることもできる。例えば、ホウ素鋼は、低いＫＳＩ
強度にある間に成形してから、成形プロセスの段階中又は二次処理中に焼入れされ得る。
より高い強度のアルミニウム材料も当該技術分野において既知である。例えば、６０００
系アルミニウム材料が本発明において有効であることが意図される。６０００系アルミニ
ウム材料は一般に、最高で４０ＫＳＩの引張り強度を有する。押出し可能な６０００系又
は７０００系アルミニウム材料等、一部の押出し可能なグレードの（extrudable grades 
of）アルミニウムも、前方形材２２の形成に有効であり得る。後方形材２２は、ガラス繊
維強化ナイロン、ガラス繊維強化ポリエステル、又は他の（強化されているか又はされて
いない）構造ポリマーから作られてもよい。
【００３２】
　上述のように、図示のバンパビーム２０（図２）は、前方形材２２及び後方形材２７を
含む。前方形材２２は、後方に開いたキャビティ２６を画定する一定の開断面（多くの場
合、ハット形断面とも呼ばれる）を画定する、前壁２３と上下壁２４及び２５とを含む。
図示の前方形材２２は、Sturrusの第５，３０６，０５８号及び第５，３９５，０３６号
に開示されているプロセス等によって長手方向にスイープ（すなわち湾曲）させられ、上
記特許の全内容が、前方形材２２の形成を教示するために参照により本明細書に援用され
る。バンパビーム２０はさらに、前方形材２２の裏側に嵌まって取り付けられる細長い後
方形材２７を含む。後方形材２７は、ビーム２２の関連の中央領域と一致するように長手
方向に湾曲させられるとともに、前方形材２２の断面形状とほぼ一致するように深絞りさ
れる、長手方向中央部分２８を含む。後方形材２７はさらに、ビーム２２の関連の端領域
と一致するように同様に長手方向に湾曲させられる端部分２９及び３０を含み、さらにま
た、端部分２９及び３０を中央部分２８に相互接続する傾斜中間部分３１及び３２を含む
。中央部分２８は、ハット形であり、前壁２３の中央領域に層状構成で比較的近接するか
又は接触する中間部分を含むことで、「管状部品」の中央領域の断面の全深さ及び強度を
最小にする。同時に、ハット断面の上下部分は強化され、前方形材２２の中央の対応する
壁を安定化するのに役立つ。バンパビーム２０の中央領域は、許容不可能な損傷を受ける
ことなくバンパビーム２０の中央に対する衝撃試験に合格するのに十分な強度を有さなけ
ればならないが、中央領域は、車両自体が正面衝突時に早期に損傷を受けないように、機
能的衝撃試験でエネルギーを吸収又は伝達するのに十分な可撓性を有さなければならない
ことに留意されたい。
【００３３】
　図示の中央領域では、中央部分２８は、前方形材２２の前壁２３に比較的密接している
か又は接触しているが、任意の所望の間隔を形成できることが意図されるため、図示の構
成は、中央領域における「平坦管」及び「非平坦」又は「薄」管の両方を示すことを目的
とする。端領域では、後方形材２７の端部分２９及び３０は、上壁２４及び下壁２５の後
縁に嵌められて、「深い」深さ寸法Ｄ１を有する管状断面形状を形成する。後方形材２７
の端部分２９及び３０は、（図４に実線で示すように）比較的平坦であってもよく、又は
（図４に破線で示すように）後方形材２７の中央部分２８のハット形とは逆の方向に延び
る逆ハット形を有してもよいことが意図される。
【００３４】
　傾斜中間部分３１及び３２は、ビーム２０の中央部分と端部分との間で遷移する、断面
が変わる管状形状を提供する。中間部分３１及び３２は、所望に応じて共平面上で離間し
ている深絞り取り付け面２９Ｂ及び３０Ｂ（図４Ａ）を有する後方形材２７Ｂを有する図
示のビーム２０Ｂ等、車両フレームレールに取り付けられるようになっている取り付け面
を形成するように深絞りされ得ることが意図される。
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【００３５】
　後方形材２７は、最適なプロセスによって作られることが意図される。図示の後方形材
２７は、スタンピング技術を用いてスタンピングされ得る。後方形材２７（図２）には比
較的単純な曲げ部分が組み込まれるため、後方形材２７は、その単純性により高強度低合
金（ＨＳＬＡ）材料から作ることができる可能性がある。しかしながら、後方形材２７に
材料流れを必要とする「深い」領域がある場合は常に、絞り可能グレード鋼が用いられる
ことが意図される。代替的に、後方形材２７は、高分子材料から成形してもよいことが意
図される。
【００３６】
　後方形材２７の上縁及び下縁は、いくつかの異なる手段によって前方形材２２に固定す
ることができることが意図される。例えば、前方形材２２及び後方形材２７に鋼が用いら
れる場合、ミグパドル溶接（MIG puddle welding）又は「標準」ミグ溶接を用いることが
できる。スポット溶接等の種々の溶接を用いて、後方形材２７及び前方形材２２の縁フラ
ンジを互いに固定することができることも意図される。また、リベット及び当該技術分野
において既知の他の機械的取り付け手段を用いてもよい。この場合も、最適なプロセスは
後方形材２７及び前方形材２２の強度及び特性に応じて変わり、ビーム２０の機能要件に
応じても変わる。絞り可能な鋼等の成形可能材料が用いられる場合、後方形材２７の端付
近の縁が前方形材２２の縁３６を捕捉するように折り返されるヘミングフランジ(hemmed 
flange)３５（図９）等、代替的な取り付け法を用いることができると考えられる。前方
形材及び後方形材の材料が異なる場合、リベット、ヘミング、又はトグルロック法等の機
械的取り付けが好ましい場合がある。
【００３７】
　極めて高応力の領域での溶接の使用、及び応力の小さい取り付け領域でのリベット又は
他の手段の使用等、取り付け法の組み合わせを用いることができるとも考えられる。絞り
可能な鋼及びアルミニウムは、そのグレードに応じて互いにトグルロックすることができ
、これはシートの材料自体を用いてリベット状接続を形成する機械的接続である。例示的
なトグルロック接続部４０を図９に示す。トグルロック技術は市販されていることに留意
されたい。トグルロック接続部４０では、縁フランジ４１と４２とが後方形材２７及び前
方形材２２の端領域に沿って当接する。ツーリングピン（図示せず）を縁フランジ４１及
び４２に押し通してフランジ材料を伸ばし、２倍の厚さの突起を形成する。ツーリングピ
ンを取り外して（又はピーニングステップ中に所定位置に一時的に残して）から、ネック
４５が比較的薄いままヘッド４４を膨らませるように、この部分をピーニング又は打撃す
る。その結果、ピーニングのステップ後、後方形材のフランジ４１のヘッド４４の材料は
前方形材のネック４５の材料によって閉じ込められる。この効果は、図１０の下側部分に
示されるように、リベット４６によく似ている。リベット４６も固定に用いることができ
ることが、当然ながら意図される。補強材及び／又は前方形材２２の材料が実質的に異な
る材料である場合（一方が鋼であり他方がアルミニウム又はプラスチックである場合等）
、リベット４６又はヘミング縁の使用等による機械的取り付けが現実的で望ましいオプシ
ョンである可能性がある。フランジ４１及び４２をヘミングする（すなわち、一方のフラ
ンジ４１を折り返して相手方フランジ４２を捕捉させる）ことは、付加的な部品又は構成
部品を必要とせずに前方形材２２及び後方形材２７の材料自体を用いるため、魅力的な代
替的取り付け法である。図示のフランジ４１は連続的であるが、スリット４８を用いても
よい。
【００３８】
　１つの意図される代替形態は、複数の材料ストリップを互いに溶接して長いロールを形
成し、そこから後方形材２７を作ることである。複数の材料ストリップは、後方形材２７
において取る最終的な位置のそれぞれで最適な強度及び材料特性を有するように選択され
る。例えば、端部分２９及び３０は或る材料（ＵＨＳＳ等）から作ることができ、中間部
分３１及び３２並びに中央部分２８は、それよりも延性が高く強度が低い、ＨＳＬＡ鋼等
の材料から作ることができる。また、部分２８～３２はそれぞれ、異なる材料厚さ及び特
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性を有し得る。車両バンパ製造技術分野並びにロール成形及びスタンピング技術分野の当
業者にはすぐに理解されるように、様々な異なるオプションが可能である。
【００３９】
　バンパビーム２０Ａ（図５～図７）は、多くの面でバンパビーム２０と同様である。冗
長な説明を減らすために、同じ参照符号に文字「Ａ」を加えて、同じ又は同様の部品、特
徴、及び特性を示す。これは、冗長な説明を減らすために行うものであり、別の目的はな
い。
【００４０】
　バンパビーム２０Ａ（図５～図７）は、前方形材２２Ａ及び後方形材２７Ａを含むとい
う点でバンパビーム２０と同様である。しかしながら、バンパビーム２０Ａの中央領域で
は、後方形材２７Ａが前方形材２２Ａとともに管状断面を形成する。同時に、図示の後方
形材２７Ａの端部分２９Ａ及び３０Ａは、前方形材２２Ａの端に比較的近く平らに接して
いる。したがって、バンパビーム２０Ａは、その中央領域にわたって管状断面を有し、そ
の端の剛性はより高い。場合によっては、後方形材２７Ａの端は、層状の２倍の厚さの構
成とは対照的にＢ字形の断面を有する。バンパビーム２０Ａの前方形材２２Ａ及び後方形
材２７Ａは、図８～図１０に示す図示の取り付け手段のいずれか及び／又は本明細書で説
明される他の取り付け法によって、互いに固定することができる。
【００４１】
　本発明の方法を図１１に示す。この方法は、ステップ４９において材料ストリップ（Ｕ
ＨＳＳ材料、又はＵＨＬＡ鋼材料等）を選択すること、及び続いてステップ５０において
材料ストリップをロール成形して開いた前方形材２２（Ｃ字形、Ｗ字形、又はハット形で
あり得る）を形成することを含み、（オプションで）ステップ５１において前方形材をス
イープさせて長手方向に湾曲した部品を形成することを含む。後方形材２７の材料は、ス
テップ５２において選択され、ステップ５３において必要に応じて準備され、ステップ５
４においてスタンピングされる。ストリップを準備するステップ５３は、複数のストリッ
プ（テーラー溶接ブランク）を互いに溶接し、且つ／又は完成した後方形材２７の所定の
場所で特定の強度特性が得られるように単一ストリップの種々の部分を熱処理（例えば焼
鈍し）することを含む。熱処理が用いられる場合、この準備は、スタンピングのステップ
の前、間、又は後で行うことができることが意図される。代替的に、ステップ５２～５４
の代わりに、ステップ５４’において後方形材２７を成形によって作ってもよい（又は代
替的に、他の成形及び曲げ技法を用いて作ってもよい）。ステップ５５において、後方形
材２７は続いて前方形材２２と互いに嵌め合わされてから、ステップ５６において取り付
けられる。上述のように、後方形材２７をビーム２２に嵌め合わせるステップ５５により
、ビーム２０の長さに沿って異なる管状断面サイズ及び深さを含む様々な異なる形状を形
成することができる。嵌め合わせステップ５５は、ロール成形機とインラインで行われて
もよく、又は連続製造プロセスの一部を形成するようにロール成形プロセスの端における
二次作業でオフラインで行ってもよく、又は別個の作業でオフラインで行われてもよいこ
とが意図される。別のオプションは、ロール成形された前方形材を得てトランスファープ
レスに送り込み、そこで後方形材がスタンピングされた後で前方形材を後方形材に締結す
ることである。例えば、トランスファープレスは、後方形材２７をスタンピングするツー
リングを含み得る。スタンピング作業の最後の段階（又は最後に近い段階）で、ロール成
形された前方形材２２は、トランスファープレスに送り込まれ、ヘミング作業、溶接、リ
ベッティング、又はトグルロックプロセス等によって前方形材２２に取り付けられる。代
替的に、プレスにおいて機械的締結具又はスポット溶接を用いてもよい。取り付けステッ
プ５６は、溶接（ミグパドル溶接、標準ミグ溶接、スポット溶接）、ヘミング取り付け、
トグルロック取り付け（トグルロック及びＵＨＳＳ材料の上記説明を参照）、リベット取
り付け等の機械的締結、及び他の手段を含む、様々な異なる取り付け手段を含み得る。
【００４２】
　　［変更形態］
　変更形のバンパビーム２０Ｃ（図１２～図１５）は、ビーム２０～２０Ｂと同様又は同
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一の構成部品、特徴、及び特性を含む。ビーム２０Ｃでは、冗長な説明を減らすために、
同一及び同様の特徴は同じ参照符号を用いて示す。しかしながら、ビーム２０～２０Ｂの
説明はビーム２０Ｃにも当てはまることを理解すべきである。
【００４３】
　ビーム２０Ｃ（図１２）は、互いに嵌め合わせられてその長さに沿って断面サイズの異
なる管状ビームを形成する、前方形材２２Ｃ及び後方形材２７Ｃを含む。前方形材２２Ｃ
は、比較的高い強度の材料、好ましくは、超高強度鋼（ＵＨＳＳ）又は２２０ＫＳＩの引
張り強度を有する材料等の高性能な超高強度鋼等の材料でできている。前方形材２２Ｃは
、ロール成形を可能にするより均一な断面形状を有することが好ましい。後方形材２７Ｃ
は、スタンピング作業によって成形することができる材料から成る。ビーム２０Ｃによっ
て画定される鉛直断面は、ビームの長さに沿った断面によって異なり、各断面は、ビーム
２０Ｃの特定の場所で最適な衝撃強度及びエネルギー吸収能力を得るように最適化される
深さ寸法を有する。図示の前方形材２２Ｃ及び後方形材２７Ｃは、前方形材２２Ｃ及び後
方形材２７Ｃが合わさると入れ子式に重なる上下の縁フランジ４１Ｃ及び４２Ｃを含む。
前方形材２２Ｃの縁フランジ４１Ｃ及び後方形材２７Ｃの縁フランジ４２Ｃの当接面は、
前後方向に延びる水平面を画定する。縁フランジ４１Ｃ及び４２Ｃは、スポット溶接、又
はミグ溶接等のステッチ又は連続溶接、又は本出願で先に開示されている種々の溶接及び
機械的取り付け技法のいずれか等によって、互いに固定される。前方形材２２Ｃの縁フラ
ンジは、後方形材２７Ｃの縁フランジの内側に配置されることに留意されたい。これによ
り、ビーム２０Ｃが取り付け溶着部を剪断する（すなわち、溶着ビード又は他の取り付け
手段を剪断する）ほどの衝撃を受けた場合に、前方形材２２Ｃのフランジ４１Ｃが後方形
材２７Ｃの後壁と係合するまで、前方形材２２Ｃが後方形材２７Ｃの上下壁内に後方に摺
動するようになっている。この仕組みによって、取り付け構成の一部又は全部が早期に剪
断された場合でも、前方形材２２Ｃは後方形材２７Ｃ内に拘束されビーム２０Ｃはその強
度の大部分を維持する。これは、状況及び車両によっては望ましい可能性がある副次的な
安全的な特徴である。
【００４４】
　前方形材２２Ｃ（図１３）（２２０ＫＳＩの引張り強度を有する高性能なＵＨＳＳから
作られることが好ましい）は、長手方向に湾曲しており、長手方向にチャネル５２Ｃが形
成された前壁２３Ｃを有し、且つ前壁２３Ｃから延びる上壁２４Ｃ及び下壁２５Ｃも有す
る。壁２３Ｃ～２５Ｃは、後ろ向きのＣ字形断面を画定する。開口５３Ｃがチャネル５２
Ｃの各端に形成される。
【００４５】
　後方形材２７Ｃ（高強度低合金鋼又はＵＨＳＳ鋼等のスタンピングされた材料から作ら
れることが好ましい）は、長手方向に湾曲しており、前方形材２２Ｃと一致する形状にさ
れた縁フランジ４２Ｃを有し、且つ前方形材２７Ｃの壁２４Ｃ及び２５Ｃと所望に応じて
嵌まり合う形状にされた中央部分２８Ｃ及び端部分２９Ｃを含む。後壁５５Ｃが後方形材
２７Ｃの長さに延びる。中央部分２８Ｃでは、後壁は比較的平面状の形状である。端部分
２９Ｃの内側部５６Ｃでは、後壁は前方形材２２Ｃの前壁２３Ｃに向かって前方に凹んで
いる。端部分２９Ｃの外側部５７Ｃでは、後壁は他方の端部分の同様の外側部と整列する
平坦領域を形成するように後方に形成される。端部分２９Ｃの中間部５８Ｃは、２つの部
分５６Ｃと５７Ｃとの間で遷移する。図示の外側部５７Ｃは、平坦であり、車両フレーム
にフレームサイドレールの端を形成する端キャップ５９Ｃに当接して直接取り付けられる
ようになっている。この構成により、車両フレームをバンパ２０Ｃに取り付けるためにブ
ラケットをビーム２０Ｃに取り付ける必要がないため、余分な部品がなくなる。図示の端
キャップ５９Ｃは、チャネル形であり、外側部５７Ｃの後壁５５Ｃに取り付けられる中央
平板６０Ｃを有し、さらに、車両フレームサイドレールの端と係合するように後方に延び
る一対の平行なフランジ６１Ｃ及び６２Ｃを有する。後方形材２７Ｃの上壁６４Ｃ（及び
下壁）には補強用エンボス部又はチャネル部６３Ｃが形成され、強度の所望に応じて後方
形材２７Ｃの後壁５５Ｃにもエンボス部又はチャネル部６５Ｃが形成される。
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【００４６】
　図示の後壁５５Ｃは、前方形材２２Ｃの端の手前で終わる（図１５）。取り付けフラン
ジ６６Ｃが後壁５５Ｃの端から一体形成され、タブ６７Ｃがフランジ６６Ｃの上下端から
延びる。タブ６７Ｃは、後方形材２７Ｃの上下壁に溶接又は他の方法で固定される。支柱
フランジ（stanchion flange）６８Ｃが取り付けフランジ６６Ｃから延び、脚フランジ６
９Ｃが支柱フランジ６８Ｃから延びる。脚フランジ６９Ｃは、前方形材２２Ｃの前壁２３
Ｃの表面に当接する。脚フランジ６９Ｃは、開口５３Ｃからミグ溶接を施すことによって
前方形材２２Ｃに溶接することができる。開口５３Ｃがない場合、脚フランジ６９Ｃは、
スポット溶接又は機械的締結具を用いて前方形材に取り付けることができる。別の取り付
け法は、開口５３Ｃを通して脚フランジ６９Ｃから延びてチャネル５２Ｃの邪魔にならな
い場所に曲げられるフィンガタブ７０Ｃの使用であり得る。フランジ６６Ｃ～７０Ｃを含
む構成は、前方形材２２Ｃの端を支持し、バンパ２０Ｃに優れたコーナ衝撃強度を与える
。
【００４７】
　本発明の概念から逸脱せずに、上述の構造に変形及び変更を加えることができることを
理解されたい。さらに、その文言によって別段の明示がない限り、そのような概念は添付
の特許請求の範囲に包含されることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】従来技術のビーム構造を示す概略図である。
【図２】開いた前方形材（「ハット形材」とも呼ばれる）及びその裏面に取り付けられた
後方形材を含む、本発明を具現するバンパビームの上面図である。
【図３】図２の線ＩＩＩ－ＩＩＩに沿った断面である。
【図４】図２の線ＩＶ－ＩＶに沿った断面である。
【図４Ａ】図１の変更形態である。
【図４Ｂ】線ＩＶＢ－ＩＶＢに沿った断面である。
【図５】開いた前方形材及びその裏面に取り付けられた後方形材を含む、本発明を具現す
るバンパビームの上面図である。
【図６】図５の線ＶＩ－ＶＩに沿った断面である。
【図７】図５の線ＶＩＩ－ＶＩＩに沿った断面である。
【図８】前方形材と後方形材とを互いに固定するための代替的な取り付け構造である。
【図９】前方形材と後方形材とを互いに固定するための代替的な取り付け構造である。
【図１０】前方形材と後方形材とを互いに固定するための代替的な取り付け構造である。
【図１１】図２及び図５におけるビームを製造する方法を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の諸態様を組み込んだ変更形バンパシステムの半分の斜視図である。
【図１３】図１２の分解斜視図である。
【図１４】図１２のさらなる斜視図である。
【図１４Ａ】図１４の線ＸＩＶ　Ａに沿った断面である。
【図１４Ｂ】図１４の線ＸＩＶ　Ｂに沿った断面である。
【図１４Ｃ】図１４の線ＸＩＶ　Ｃに沿った断面である。
【図１５】図１２のさらなる斜視図であり、後方形材の端をより分かりやすく示すために
拡大されている。
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【図１３】
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【図１４Ｂ】

【図１４Ｃ】
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